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仕 様 書

１ 件名 あきる野市若竹・増戸学童クラブ運営業務委託（債務負担行為）

２ 履行期間

準備期間：契約締結日の翌日から令和６年３月３１日まで

運営委託期間：令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

３ 履行場所

（１） 学童クラブ事業

（２） 乳幼児親子・１８歳未満の児童の居場所作り事業

※ なお、開設場所については、令和 6年 4月 1日以降のものとする。

４ 目的

本事業は、市で運営している学童クラブを拡充し、学童クラブ待機児童の解消及びさら

なるサービスの向上を目指すとともに、子どもや保護者の期待に応えられる意欲と能力の

ある事業者を選定することを目的とする。

なお、学童クラブ運営業務のほか、子どもの社会性を養う場として、学童クラブ室等を

活用し、乳幼児親子と１８歳未満の児童の居場所作りを行うものとする。

５ 法令等の遵守

事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業にかかる関係法令

等を遵守しなければならない。

名称 所在地
受入想

定人数

支援

単位数
開設場所

若竹学童クラブ
あきる野市野辺 1123

番地

70 2 若竹学童クラブ2階

40 1 東秋留小学校内

増戸学童クラブ

あきる野市伊奈 1157

番地 5

31 1 増戸会館 1階

60 1 増戸会館 2階

あきる野市伊奈 1173

番地

64 1 増戸学童クラブ内

名称 所在地 開設場所

若竹学童クラブ あきる野市野辺 1123 番地 若竹学童クラブ内

増戸学童クラブ あきる野市伊奈 1173 番地
増戸学童クラブ内及び

増戸小学校図書室内
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（１） こども基本法

（２） 児童福祉法

（３） 放課後児童クラブ運営指針（厚生労働省通知）

（４） 児童館ガイドライン（厚生労働省通知）

（５） 東京都学童クラブ事業実施要綱

（６） 都型学童クラブ事業実施要綱

（７） あきる野市学童クラブ条例（平成 20 年 12 月 24 日条例第 31 号）

（８） あきる野市学童クラブ条例施行規則（平成 20年 12 月 24 日規則第 37 号）

（９） あきる野市学童クラブ処務規程（平成 26 年 12 月 1日訓令第 5号）

（10） あきる野市学童クラブ運営規程（平成 28 年 3月 24 日訓令第 3号）

（11） あきる野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成 26 年 9 月 29 日条例第 14 号）

（12） 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23年法律

第 79 号）

６ 業務委託の範囲

（１） 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6条の 3第 2項に規定する放課後児童健

全育成事業の運営

（２） 乳幼児親子の居場所作りによる子育て世帯の地域交流の支援

（３） １８歳未満の児童の受入による地域の子どもたちの居場所作り

（１）学童クラブ （２）乳幼児親子 （３）１８歳未満の児童

対象者

保護者が就労等により

昼間家庭にいない市の

区域内に存する小学校

に就学している又は市

の区域内に住所を有す

る小学 1 年生から 6 年

生までの児童のうち、

市が入会を決定したも

の

市内に居住する乳

幼児及びその保護

者

市内に居住する就学児

以上１８歳未満の児童

業務委託

の範囲

児童福祉法（昭和 22 年

法律第 164 号）第 6条の

3第2項に規定する放課

後児童健全育成事業の

運営

乳幼児親子への居

場所提供による子

育て世帯の地域交

流の支援

１８歳未満の児童の受

入による地域の子ども

たちの居場所作り
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７ 受託者の運営業務内容

（１） 育成支援の内容

ア 学童クラブに通うことについて、その必要性を子どもが理解できるよう援助す

ること。

イ 子どもが自分の気持ちや意見を表現することができるよう援助し、学童クラブ

の生活に主体的に関わることができるようにすること。

ウ 子ども一人ひとりの学童クラブにおける生活状況を把握しながら、子どもの情

緒や子ども同士の関係に配慮し、子どもの意見を尊重すること。

エ 子どもが職員に悩みや相談事を話せるような信頼関係を築くこと。

オ 子どもが学童クラブにおける生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生

活習慣を習得できるようにすること。

カ 手洗いやうがい、持ち物の管理や整理整頓、活動に応じた衣服の着脱等の基本

的な生活習慣が身につくように援助すること。

キ 年齢が異なる子どもたちが集団で過ごすという特性を踏まえて、一緒に過ごす

上で求められる協力及び分担や決まりごと等を理解できるようにすること。

ク 子どもの発達段階に応じた様々な体験の機会を提供するとともに、児童の心と

身体の成長を支援すること。

遊びや生活の場面における子どもの状況や体調、情緒等を把握し、静養や気分転

換が必要な時には適切に対応すること。

ケ 日々の児童の様子等を「学童クラブ育成日誌」に記録し、連続的な対応ができ

るよう職員同士で課題及び情報を共有すること。

休館日

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休

日

ウ 12月 29 日から翌年の 1月 3日までの日（前号に掲げる日を除く。）

開所時間

ア 月曜日から金

曜日まで（学校休

業日を除く）

下校時から午

後 6時まで

イ 土曜日・学校休

業日

午前8時から午

後 6時まで

午前 9時から午後 5時 30 分まで

※ ただし、学童クラブの事業に支障がない範囲

に限る

延長育成

時間

午後6時から午後7時

まで
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（２） 来所及び帰宅時の安全確保

ア 子どもが来所時に持参する連絡帳等の内容点検、健康管理等を行うとともに、帰

宅時間の把握を行うこと。

イ 事前に出欠予定を提出している子どもについては、当日の出欠が予定と異なる

場合には、保護者等へ連絡し、児童の所在確認を行うこと。

ウ 子どもの出欠席について、事前に保護者からの連絡を確認しておくこと。

（３） 間食（おやつ）の提供

ア おやつについては、児童１人につき月 1,200 円とし、保護者からのおやつ代の

徴収を受託者の責任で行うこと。

イ おやつのメニューは月間の予定を作るなど、子どもにとって放課後の時間帯に

栄養面や活力面から必要とされるおやつを適切に提供すること。

ウ おやつの提供に際しては、安全及び衛生に配慮するとともに、子どもが落ちつ

いて食を楽しめるようにすること。

エ 食物アレルギーのある子どもについては、配慮すべきことや緊急時の対応につ

いて、保護者と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供すること。

（４） 主体的な遊びや生活の提供

ア 日々の遊びを通して、自主性、社会性、創造性を培うこと。

イ 児童の健全育成を配慮し、室内遊び・室外遊びをバランス良く取り入れること。

ウ 施設ごとの事業内容及び事業回数などに、大幅な差違が生じないようにするこ

と。

エ 子どもの間における遊びや生活の中で生じる意見の対立やけんかなどについて

は、お互いの考え方の違いに気付くこと、葛藤の調整や感情の高ぶりを和らげる

こと等ができるように適切に援助すること。

オ 子どもの間でいじめ等の関係が生じないように配慮するとともに、万一そのよ

うな問題が起きた時は、早期に対応するものとし、職員等が協力して適切に対応

すること。

カ 屋内外ともに子どもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわしい遊び

と生活の環境を構築すること。

キ 子どもが宿題、自習等の学習活動を自主的に行うことができる環境を整え、職

員は見守り・声かけ等必要な援助を行うこと。

ク 映画鑑賞や DVD 鑑賞については、上映する内容について暴力や殺人、性的な表

現を含まないものにするとともに、鑑賞時間についても長くならないよう注意す

ること。また、鑑賞を希望しない児童に対しての配慮を行うこと。

保護者、地域及び学校等の関係機関との連携に努めること。

ケ 児童の育成支援を効果的に行うため、年間の事業計画書を作成し、学童クラブ

の体系的運営に努めること。
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（５） 障がいのある子どもへの対応

ア 特別支援学級に在籍する児童や発達障害等のある児童に対して、学校や関係機

関と連携し適切な対応を行うこと。

イ 障がいのある児童の受入にあたっては、児童や保護者と面談の機会を持つなど

して、子どもの健康状態、発達の状況、家庭の状況、保護者の意向等を個別に把握

すること。

ウ 受託者は、特別な支援が必要な児童について、市に対し適宜状況を報告し、連

携を図ること。

エ 継続的な育成支援のため、障がいのある児童一人ひとりについて、学童クラブ

の状況や育成支援の内容を「特別支援児童育成日誌」に記録すること。

（６） 特に配慮を必要とする子どもへの対応

ア 職員は、児童虐待の早期発見を図るため、子どもの状態や家庭の状況の把握に

より、保護者に不適切な養育等が疑われる場合は、速やかに市に報告し、関係機関

と連携して、学童クラブとして適切な対応を図らなければならない。

イ 特に配慮を必要とする子どもへの対応にあたっては、子どもの利益に反しない

限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘

密保持に留意すること。

（７） 乳幼児親子・１８歳未満の児童の居場所作り事業に関すること

ア 乳幼児親子及び就学児以上１８歳未満の児童に対する居場所として提供するこ

と。

イ 乳幼児親子に対しては、子育て世帯の交流の場として提供すること。

ウ １８歳未満の児童に対しては、居場所を提供し、必要に応じて遊びを提供する

こと。

エ １８歳未満の児童が参加できる行事について、これまで行ってきたものを参考

にしながら、定期的に開催し、地域の人々との交流の機会を提供すること。

オ 事業実施にあたっては、利用者の安全に配慮すること。

カ 居場所提供にあたっては、学童クラブの事業に支障がない範囲で行うこと。な

お、事業実施場所、時間等の想定は次のとおりとする。

（ア） 若竹学童クラブ

事業名

平日

（9 時から放課

後まで）

平日

（放課後から午

後5時30分まで）

土曜日・学校休業

日

（午前 9 時から午

後 5時 30 分まで）

乳幼児親子 若竹学童クラブ

１階

若竹学童クラブ１

階
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（イ） 増戸学童クラブ

キ 事業実施に当たっては、職員１名以上を配置すること。なお、乳幼児親子・

１８歳未満の児童受入に係る職員は事業を兼務すること。

（８） 衛生管理に関すること

ア 感染症や食中毒の予防のため、十分注意して衛生管理に努めること。

イ 感染症の発生状況について、情報を収集し、予防に努めること。感染症の疑いが

ある場合は、必要に応じて市に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。

ウ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市や保健所との連携のもと対応

するよう、あらかじめ対応方針や衛生管理マニュアルを定めること。

エ 日常的な清掃を行い、衛生管理に努めること。

（９） 事故やケガの防止と対応

ア 日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するため、子どもが活動する

場所の整理整頓や清掃、使用する用具の安全点検を行うこと。

イ 室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検を行い、修繕が必要な場合は、

市に報告するとともに、市の指示を受けて対応すること。

ウ 施設の清掃・日常点検にあたっては、現在の環境の安全管理だけでなく、施設

の劣化進行による将来的な事故の発生を防ぐことを念頭に置いて実施すること。

エ 事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、

マニュアルに沿った訓練又は研修を行い、職員間で共有すること。

オ 事故やケガが発生した場合には、速やかに応急手当を行う、必要に応じて救急

車を手配する等の適切な処置を行うこと。また、子どもの状況等について速やか

に保護者に連絡し、市に報告すること。事故内容については、事故報告書を作成

乳幼児親

子・18 歳未

満の児童

若竹学童クラブ

１階

若竹学童クラブ１

階

事業名
平日

（9 時から放課

後まで）

平日

（放課後から午

後5時30分まで）

土曜日・学校休業

日

（午前 9 時から午

後 5時 30 分まで）

乳幼児親子 増戸学童クラブ
増戸学童クラブ内

及び増戸小学校図

書室

乳幼児親

子・18歳未

満の児童

増戸小学校図書

室

増戸学童クラブ内

及び増戸小学校図

書室
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し、市に提出すること。

カ 事故発生後、児童が医療機関にかかった場合は、傷害保険について保護者に説

明するとともに、保険金の支払い完了後、保護者にケガの経過等を確認し、事故

処理報告書を作成し、市に提出すること。また、保険手続きや事故の経過につい

ては、市に随時報告を行うこと。

（10） 防災及び防犯対策

ア 受託者は、災害等の発生に備えて、具体的な計画及びマニュアルを作成し、年

２回以上訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておくこと。

イ 市や学校関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する訓練を実施する

など、地域における子どもの安全確保や安全点検に関する情報の共有に努めるこ

と。

ウ 災害等が発生した場合には、子どもの安全確保を最優先にし、災害等の状況に

応じた適切な対応を取ること。また、緊急連絡網を整備し、市と共有すること。

（11） 保護者との連携

ア 子どもの出欠席について、あらかじめ保護者からの連絡を確認しておくこと。

イ 職員は、育成支援を通じて保護者との信頼関係の構築に努めるとともに、子育

てのことについて保護者が相談しやすい雰囲気作りを心掛けること。

ウ 保護者から相談がある場合は、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を

基本に保護者の自己決定を尊重して対応し、必要に応じて市や関係機関と連携す

ること。

エ 学童クラブの活動を保護者に伝えて理解を得られるようにするとともに、保護

者が活動や参加する機会を設けるなどして、保護者との協力関係を構築すること。

オ 保護者への連絡については、連絡帳等を効果的に活用するとともに、その他保

護者のお迎えの際の直接連絡、おたよりの発行（月１回以上）、個人面談等の様々

な方法を有効的に活用すること。

（12） 学校、地域、関係機関との連携

ア 子どもの生活の連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職員同士の交

流等によって学校との連携を積極的に図ること。

イ 学校との情報交換や情報共有は、日常的かつ定期的に行うこと。

ウ 子どもの遊びと生活の場を広げるために、学校の校庭、体育館や余裕教室等を

利用するにあたっては、学校と適切な連携を図ること。

エ 学童クラブに通う子どもの生活について、地域の協力が得られるように、子ど

もに関わる関係機関等との連携を図ること。

（13） 意見、苦情等の対応
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受託者は、事業の運営にあたり、保護者から苦情を受けた場合は、迅速かつ適切

な対応を行い、誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を市に速やかに

報告すること。

８ 職員について

職員は、こども基本法、児童福祉法、労働関係法令を遵守することはもとより、その他

関係法令及び条例規則を遵守しなければならない。

受託者は、男女雇用機会均等法や労働安全衛生法をよく理解し、職場環境を良好かつ安全

に保つよう努めなければならない。

利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児

童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓

練を受けたものでなければならない。

職員は、常に事故研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の習

得、維持及び向上に努めなければならない。

９ 職員配置について

（１） 職員の配置にあたっては、あきる野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成 26年 9 月 29 日条例第 14 号）を基本とすること。

（２） 学童クラブには、学校区ごと（若竹学童クラブ・増戸学童クラブそれぞれ）に所長

を１人置き、現場責任者として他の職員を統括するとともに、学校や各方面との調

整を図り、他の職員と連携して運営を行うこと。なお、所長は常勤職員とし、週 5

日、1日 7.75 時間の勤務を基本とすること。所長は、正規職員を配置すること。所

長は、各学童クラブの放課後児童支援員を兼ねることができるものとする。

（３） 放課後児童支援員は、支援の単位ごとに２人以上とすること。ただし、その１人を

除き、補助員をもってこれに代えることができる。

（４） 受託者は、事業の運営開始前に、職員名簿と組織表を市に提出すること。内容に変

更が生じた場合も同様とする。

（５） 受託者は、職員の労働実態や意向を把握し、職員が健康で意欲を持って就業でき

るように環境の整備に努めること。

（６） 受託者は、職員が事業の従事中または通勤途上で災害等にあった場合の補償を行

うことができるよう労災保険に加入すること。また、必要に応じて厚生保険や雇用

保険に加入すること。

（７） 職員の研修体制

職員は子どもの成長段階に見合った適切な働きかけを行うために、資質の向上に

努めること。

ア 受託者は、職員の専門性の向上を目的とした研修を実施すること。

イ 職員は、東京都等が主催する研修に積極的に参加すること。

ウ 職員は、児童の自主性、社会性及び創造性を高める遊びの指導等、自己の研鑽



9

に努めること。

エ 職員は、研修等を通じて、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努める

こと。

オ 受託者は、職員が自発的、継続的に研修に参加できるよう、研修受講計画を策

定し管理するなどの環境整備を行うとともに、職員の自己研鑽、自己啓発への時

間的、経済的な支援や情報提供を行うこと。

10 損害賠償

次に掲げる事項に該当し、その結果、市に損害を与えたときは、受託者は市に損害を賠

償しなければならない。

（１） 故意又は過失により、児童や保護者等にけがを追わせてしまったとき。

（２） 故意又は過失により、設備備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。

11 利用者アンケートの実施について

次のとおり、利用者アンケートを実施すること。内容については、事前に市の承認を得

ること。アンケート実施後の結果については、市に報告すること。

（１） 実施回数 年１回以上

（２） アンケート対象 アンケート実施月の学童クラブ利用者

（３） 評価 ４段階評価（とても良い・良い・悪い・とても悪い）

（４） 評価項目（参考）

ア 学童クラブでの過ごし方について

イ 職員の対応について

ウ 施設の環境について

（５） アンケートには、自由記述欄を設けること。

12 委託料の支払いについて

（１） 基本料金（障がい児等の受入に伴う加配人件費を除く料金）の支払いは月払いと

し、１回の支払額は、当該年度の委託料総額を 12回で分割した額（ただし、1円未

満の端数が生じた場合は、最終回の支払額に含めるものとする。）を履行の翌月に受

託者からの請求により支払うものとする。

（２） 障がい児等の受入に伴い加配した人件費については、月払いとする。契約は職員

１人当たりの月額報酬で単価契約し、実際に加配した人数に応じ、翌月に受託者か

らの請求により支払うものとする。

（３） 市は、受託者からの適法な請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払う

ものとする。

13 報告書等の提出

次に掲げるものは、報告時期ごとに市に書面等で報告を行うこと。
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14 事業実施に伴う費用

（１） 費用分担区分

報告様式 報告時期 備考

学童クラブ育成日誌 毎月

特別支援児童育成日誌 毎月

児童台帳兼個人育成記録 ４月

児童出席簿 毎月

学童クラブ登録簿（在籍児童数） 毎月

勤務シフト表 毎月

学童クラブ利用状況報告書（活動報告書） 毎月

電気・水道・LPガス点検表 毎月

おやつ代出納帳 学期毎 任意様式

事故報告書（市提出用） 随時

事故処理報告書（市提出用） 随時

事故報告書（都報告用） 随時

苦情対応の記録 随時 任意様式

その他市が定めるもの

項目 費用区分 受託者 市

報償費 職員報酬・職員手当・共済費・旅費 ○

講師等謝礼 ○

需用費 消耗品費 ○

光熱水費（電気・水道・LPガス） ○

印刷製本費（入会決定通知用封筒・納付書） ○

印刷製本費（上記以外のもの） ○

受託者に過失がある場合の施設、設備等の修繕 ○

上記以外の施設、設備等の修繕 ○

医薬材料費 ○

役務費等 通信運搬費（市が設置したもの） ○

通信運搬費（受託者が設置したもの） ○

郵便料金（入会決定通知等一斉に通知するもの） ○

郵便料金（上記以外のもの） ○

児童に対する傷害・賠償責任保険 ○

施設警備・点検等に係る経費 ○

機器の使用料・借上料（市が設置したもの） ○

機器の使用料・借上料（受託者が設置したもの） ○

備品購入費 ○
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（２） 市は、受託者に対し、事業遂行上必要な備品を無償で貸与する。

貸与する備品の一例

児童用机、椅子、下駄箱、児童用ロッカー、職員用ロッカー、掃除機、冷蔵庫、IH

コンロ等

（３） 開設にあたり必要な備品、消耗品等は市が購入する。購入する物品については、

市と事業者で協議して決めるものとする。

（４） 入退室管理システムは、令和６年４月に市が導入予定である。

15 状況報告及び現地調査

市は、事業の運営状況について、受託者に報告を求めることができるとともに、必要に

応じて現地調査を行うことができるものとする。また、受託者はこれを拒むことができない

ものとする。

運営業務委託に関して作成又は取得した情報について、市に対して情報公開請求がなさ

れた場合は、あきる野市情報公開条例に基づき対応すること。

16 個人情報の保護・守秘義務

個人情報の取扱いに当たっては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

受託者は、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」及び「あきる野市

個人情報保護条例（令和 4年 12 月 20 日条例第 27 号）」の規定を遵守し、個人情報の漏洩、

滅失、改ざん及び毀損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。

受託者は、この契約による業務において知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。これらは、本契約終了後においても同様とする。

17 委託契約の解除

市は、受託者が行う運営業務の適正化を期すため、次に掲げる事項に該当する場合には、

委託業務を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命じることができ

る。

（１） 「１６ 個人情報の保護・守秘義務」の内容に反したとき。

（２） 受託者が自らの責めに帰すべき理由により、委託契約に定める事項を履行しない

とき、または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

（３） 契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められ

るとき。

（４） 受託者が委託契約又は関係法令等の条項に違反し、かつ市が相当の期間を定めて

催告しても当該違反の状態が解消されないとき。

（５） 受託者が契約を履行する上で必要とされる資格の取消し、または停止を受けたと

教育研修費（研修参加費等） ○

求人募集費 ○
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き。

（６） 受託者が、市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。

（７） 受託者による運営を継続することが適当でないと市が認めたとき。

18 文書等の所有権

学童クラブにおける業務に係る文書、書類、電算機器内のデータ等の所有権の一切は市

に帰属する。

受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、前項の所有物を速や

かに市に引き渡さなければならない。

19 再委託の禁止

（１） 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。

（２） 受託者は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承

諾を得なければならない。

（３） 受託者は、市の承諾を得て、本業務の一部を第三者に委託したときは、本仕様書に

定める事項を第三者に遵守させなければならない。

20 業務の引継ぎ

受託者は指定された後、学童クラブの管理運営が継続して円滑に実施されるように、前

任の者または公営の学童クラブの職員等から確実に業務を引き継ぐこととする。

契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、速やかに事業の運営に関する事

務を整理し、市と市が指定した者に対して業務の引継ぎを行うこと。引継ぎにあたっては、

引継ぎに伴い児童、保護者等に不安が生じないことを最優先に、必要なデータ等を遅延な

く提供するとともに、運営に必要な事項を遺漏なく引き継ぐこと。なお、引継ぎに要する

経費は、受託者の負担とする。

21 業務の分担区分、リスク分担

（１） 業務分担区分

項目 業務内容 受託者 市

事業全般 事業運営の統括 ○

子どもの育成支援に関すること ○

学童クラブ育成日誌等の記録 ○

児童の出欠の記録・確認 ○

利用者スケジュール管理 ○

保護者との連携 ○

おたよりの発行（月１回以上） ○

関係機関との連絡調整 ○ ○
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上記の確認 ○

計画等の作成 安全計画の策定 ○ ○

年間計画の作成 ○

緊急時の計画・マニュアルの策定 ○

衛生管理マニュアルの策定 ○

上記の確認 ○

入会申請等の

手続き

新規入会募集の案内 ○

入会申請書の受理 ○ ○

入会申請書の審査 ○

入会決定の通知 ○

入会説明会の実施 ○

申請内容変更届の受理 ○ ○

退会届の受理 ○ ○

育成料の徴収

等

納付書の発行、口座振替事務 ○

収納管理 ○

督促状の発行及び滞納整理 ○

滞納者への声かけ ○ ○

育成料の減免決定 ○

おやつ 月間予定表の作成と発注 ○

おやつの荷受け、検収 ○

おやつ代金の支払い ○

おやつ代の請求・徴収管理 ○

職 員 等 の 採

用・労務管理

職員の募集・採用及び配置 ○

支援員等の出退勤管理 ○

給与等の支払い ○

支援員等の資質向上のための研修の実

施
○

職場環境の整備、職員の健康管理 ○

上記の確認 ○

安全管理・

施設管理等

事故発生時の対応、記録・報告書の作成 ○

安全対策及び災害時の対策 ○

施設内及び敷地内の清掃 ○

施設・設備の日常点検 ○

物品の管理（消耗品・備品） ○

上記の確認 ○

消防設備保守点検業務委託 ○

非常通報装置保守点検業務委託 ○
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（２） リスク分担

機械警備業務委託 ○

ガラス清掃・カーペット清掃 ○

樹木剪定（若竹のみ） ○

建築設備定期検査業務委託（若竹のみ） ○

特定建築物定期調査業務委託（若竹の

み）
○

消耗品の購入

等

消耗品の発注 ○

消耗品の荷受け、検収 ○

消耗品代金の支払い ○

その他 東京都等が主催する研修等への参加 ○

保護者宛各種文書の配布 ○

利用者アンケートの実施及び集計分析 ○

事故発生時の対応 ○

苦情処理等の対応 ○

上記の確認、協力、指示 ○

上記に定めのないもの 両者協議

項目 内容 受託者 市

包括的責任
施設設置等、所有者としての包括的責任

（管理上の過失を除く）
○

運営管理 運営全般（連絡調整、案内、警備、苦情

対応等）
○

支援員の加配 特別な支援を要する児童への支援員の

加配
両者協議

施設、整備、備

品等の修繕

管理上の過失に伴う損害 ○

上記以外のもの ○

設備、備品等の

更新、新規購入

管理上の過失に伴う更新 ○

管理者に起因する業務の拡大、変更に伴

う新規購入
○

上記以外のもの ○

物価変動 物価変動による人件費、物品等経費の増 ○

要望への対応 施設及び運営に対する要望への対応 両者協議

法令変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

税制変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

政治、行政的理

由による事業

政治又は行政的理由から、施設管理、運

営業務の継続に支障が生じた場合、又は
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22 その他

（１） 本事業の進捗状況の確認等のため、市が本事業に係る書類等の提出を求めるとき

は、速やかにこれに応じなければならない。

（２） 本事業に係る書類等は、運営委託期間中は保存すること。

（３） 本市では、「あきる野市地球温暖化対策実行計画」により、環境に配慮した活動を

行っているので、環境に係る市の活動に協力すること。

（４） 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）ほか、各県の

条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減

少装置証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提

出すること。

（５） 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、双方協議の上決定

すること。

変更 業務内容の変更を余儀なくされた場合

の経費及びその後の維持管理経費にお

ける当該事情による増加経費負担

○

不可抗力 自然災害、暴動、その他の市又は受託者

のいずれの責めに期すことができない

自然的又は人為的な現象に伴う、施設、

整備の修復による経費の増加及び事業

履行不能

○

第三者への賠

償

受託者としての注意業務を怠ったこと

により第三者に損害を与えた場合
○

上記以外の理由で第三者に損害を与え

た場合
○

セキュリティ

の管理

施設の管理・警備の不備によるもの ○

情報の管理に関するもの ○ ○

契約終了時の

費用

契約期間が終了した場合又は期間途中

における契約を解除した場合の引継ぎ

に係る経費及び事業者の撤収費用

○

契約解除時の

賠償

委託契約を解除した場合に市が受けた

損害（市が事業を継続させるために要し

た費用）

○

上記に定めのないもの 両者協議


